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令和４年中泊町議会決算特別委員会

令和 ４年 ９月 ７日（水曜日）

〇議事日程 第１号

１ 臨時委員長の紹介

２ 委員長の選挙

３ 副委員長の選挙

４ 会議録署名委員の指名

５ 会期の決定

６ 監査結果の報告

７ 議案第４３号 令和３年度中泊町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算の認定について

８ 議案第４４号 令和３年度中泊町介護保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について

９ 議案第４５号 令和３年度中泊町農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算の認定について

１０ 議案第４６号 令和３年度中泊町漁業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算の認定について

１１ 議案第４７号 令和３年度中泊町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算の認定について

１２ 議案第４８号 令和３年度中泊町水道事業特別会計利益の処分及

び決算の認定について

〇出席委員（１２名）

１番 田 中 洋 君 ３番 成 田 直 人 君

４番 秋 元 隆 君 ５番 塚 本 悦 子 君

６番 荒 関 富 雄 君 ７番 秋 田 博 君

８番 長 利 司 君 ９番 青 山 雅 晴 君

１０番 沖 崎 勲 君 １１番 野 上 憲 幸 君

１２番 野 上 祐 一 君 １３番 川 山 光 則 君

〇欠席委員（１名）
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２番 今 博 子 君

〇出席説明員

町 長 濱 舘 豊 光 君

副 町 長 横 野 彰 吾 君

教 育 長 鈴 木 信 也 君

代 表 監 査 委 員 外 﨑 良 造 君

総 務 課 長 毛 内 康 裕 君

財 政 課 長 山 中 哲 哉 君

総 合 戦 略 課 長 三 上 晃 瑠 君

税 務 課 長 太 田 光 平 君

町 民 課 長 三 上 康 栄 君

福 祉 課 長 下 山 貴 子 君

環 境 整 備 課 長 藤 本 雅 久 君

農 政 課 長 古 川 幹 人 君

水 産 商 工 観 光
越 野 進 一 君課 長

小 泊 支 所 長 藤 田 康 久 君

教 育 課 長 長 利 香代子 君

会 計 課 長 藤 田 順 悦 君

上 下 水 道 課 長 鈴 木 輝 文 君

〇職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長 宮 越 裕 子 君

総 務 課 行 政 係 白 川 隼 君
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開会 午前１０時００分

◎臨時委員長の紹介

〇議会事務局長（宮越裕子君） 決算特別委員会の開会に当たり、事務局から

臨時委員長のご紹介をいたします。

今日は、去る９月２日の本会議において決算特別委員会が設置され

てから初めての委員会となります。委員長が互選されるまでの間、委

員会条例第１０条第２項の規定によって、出席委員の中で年長の委員

が臨時に委員長の職務を行うことになっております。

出席委員の中で野上祐一委員が年長の委員でありますので、野上祐

一委員に臨時委員長をお願いいたします。

野上委員、委員長席へお願いいたします。

〇野上（祐）臨時委員長 ただいま紹介をいただきました野上です。委員会条

例第１０条第２項の規定によって、臨時に委員長の職務を行います。

どうぞよろしくお願いいたします。

◎開会の宣告

〇野上（祐）臨時委員長 ただいまの出席委員数は１２名です。定足数に達し

ていますので、これから決算特別委員会を開会します。

本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。

◎委員長の選挙

〇野上（祐）臨時委員長 日程第２、委員長の選挙を行います。

お諮りします。委員長の選挙は指名推選の方法によって行いたいと

思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇野上（祐）臨時委員長 異議なしと認めます。

よって、委員長の選挙は指名推選の方法によって行うことに決定し

ました。

お諮りします。指名の方法については、私が指名することにしたい

と思いますが、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇野上（祐）臨時委員長 異議なしと認めます。
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したがって、私が指名することに決定しました。

決算特別委員会委員長に野上憲幸委員を指名します。

ただいまの指名にご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇野上（祐）臨時委員長 異議なしと認めます。

したがって、野上憲幸委員が委員長に当選されました。

当選の告知をいたします。

ただいま委員長に当選されました野上憲幸委員に承諾及び挨拶をお

願いいたします。登壇をよろしくお願いします。

（決算特別委員長 野上憲幸君登壇）

〇野上（憲）委員長 挨拶を前にして、このたびの大雨災害で被災されました

方々に心よりお見舞いを申し上げ、そしてまた議会としても復旧復興

に努めてまいる所存でございますので、よろしくお願いをいたします。

それでは、皆様方のご推挙により委員長の重責を仰せつかりました

野上でございます。限られた日程ではございますが、委員各位の適正

かつ慎重なる議論をお願いを申し上げまして、委員長就任の挨拶にさ

せていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

〇野上（祐）臨時委員長 以上で臨時委員長の職務を終わります。ご協力あり

がとうございました。

野上憲幸委員長と交代いたします。どうもありがとうございました。

よろしくお願いします。

（臨時委員長、委員長と交代）

◎副委員長の選挙

〇野上（憲）委員長 日程第３、副委員長の選挙を行います。

お諮りします。副委員長の選挙は指名推選の方法によって行いたい

と思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇野上（憲）委員長 異議なしと認めます。

よって、副委員長の選挙は指名推選の方法によって行うことに決定

をいたしました。

お諮りします。指名の方法につきましては、私が指名することにし

たいと思います。ご異議ありませんか。
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（「異議なし」の声あり）

〇野上（憲）委員長 異議なしと認めます。

したがって、私が指名することに決定いたしました。

決算特別委員会副委員長に田中洋委員を指名します。

ただいまの指名にご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇野上（憲）委員長 異議なしと認めます。

したがって、田中洋委員が副委員長に当選されました。

当選の告知をします。

ただいま副委員長に当選されました田中洋委員に承諾及び挨拶をお

願いします。登壇をお願いします。

（決算特別副委員長 田中 洋君登壇）

〇田中副委員長 ただいま皆様方のご推挙によりまして、副委員長に選ばれま

した田中です。委員各位のご厚意に対し、厚く御礼申し上げます。

令和３年度中泊町の決算審査に当たり、野上委員長をサポートして、

スムーズな審査に努めたいと思いますので、委員各位のご協力をよろ

しくお願い申し上げ、副委員長就任の挨拶とさせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。

◎会議録署名委員の指名

〇野上（憲）委員長 日程第４、会議録署名委員の指名を行います。

決算特別委員会の会議録署名委員は、荒関富雄委員及び秋田博委員

を指名します。

◎会期の決定

〇野上（憲）委員長 日程第５、会期の決定の件を議題にします。

お諮りします。決算特別委員会の会期は本日と明日８日の２日間に

したいと思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇野上（憲）委員長 異議なしと認めます。

したがって、決算特別委員会の会期は本日と明日８日の２日間に決

定しました。
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◎監査結果の報告

〇野上（憲）委員長 議案の審査に入る前に、代表監査委員に監査結果の報告

を求めます。

外﨑代表監査委員。

〇代表監査委員（外﨑良造君） 町長より審査に付されました令和３年度中泊

町一般会計及び各特別会計並びに公営企業会計（水道事業）の決算に

ついて、その審査結果の概要をご報告いたします。

各会計の決算等は、関係法令等に準拠して作成され、その計数は関

係する諸帳簿、その他諸書類と符合しており、予算の執行についても

議決予算に従って執行されていて、適正であると認められました。

なお、詳細については各会計ごとの意見書のとおりでございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

〇野上（憲）委員長 監査結果の報告が終わりました。

ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇野上（憲）委員長 質疑なしと認め、監査報告に対する質疑を終わります。

◎議案第４３号の上程、説明、質疑

〇野上（憲）委員長 これより議事に入ります。

本日は、決算特別委員会に付託されました議案第４３号から議案第

４８号までの令和３年度中泊町各特別会計歳入歳出決算及び利益の処

分及び決算の審査を行います。

お諮りします。各議案の審査は歳入と歳出を一括して行いたいと思

います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇野上（憲）委員長 異議なしと認めます。

したがって、各議案の審査は歳入と歳出を一括して行うことに決定

いたしました。

なお、ご質問の際は決算書のページを示してお願いいたします。

日程第７、議案第４３号 令和３年度中泊町国民健康保険特別会計

歳入歳出決算の認定についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

三上町民課長。
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〇町民課長（三上康栄君） 議案第４３号 令和３年度中泊町国民健康保険特

別会計歳入歳出決算についてご説明いたします。

最初に事業勘定からご説明いたします。歳入歳出決算書の１５３ペ

ージを御覧願います。歳入決算額では、調定額１７億１，９４５万７，

６３７円、収入済額１６億３，２５５万１，９５６円、不納欠損額１，

４８４万３，１００円、収入未済額７，２０６万２，５８１円、予算

現額と収入済額との比較は、マイナス６，３６１万４４円となりまし

た。

歳出決算額では、１５５ページを御覧願います。支出済額１５億５，

９９４万３，５０５円、不用額及び予算現額と支出済額との比較は同

額の１億３，６２１万８，４９５円となりました。歳入歳出差引残額

は、７，２６０万８，４５１円となり、その全額を令和４年度へ繰り

越すものであります。

次に、歳入歳出決算の概要について、歳入歳出決算事項別明細書に

より、歳出からご説明いたします。

１６３ページを御覧願います。第１款総務費では、支出済額が２，

３９４万２，８７８円となっております。第１項総務管理費では、支

出済額が２，１５９万１，１０８円。次のページ、１６４ページを御

覧願います。第２項徴税費では、支出済額が２２６万４，７７０円。

第３項運営協議会費では、支出済額が８万７，０００円となっており

ます。

第２款保険給付費では、支出済額が９億９，２２６万８，９７７円

となっております。第１項療養諸費では、支出済額が８億５，７３４

万４，６１８円。次のページ、１６５ページを御覧願います。第２項

高額療養費では、支出済額が１億３，１５９万５，０２０円。第３項

移送費では、支出額がありませんでした。第４項出産育児諸費では、

支出済額が１２１万６，０００円。第５項葬祭費では、支出済額が２

００万円。第６項傷病手当諸費では、支出済額が１１万３，３３９円

となっております。

次のページ、１６６ページを御覧願います。第３款国民健康保険事

業費納付金では、支出済額が４億１４４万５，２２６円となっており

ます。第１項医療給付費分では、支出済額が２億４，３７２万９，３

６０円。第２項後期高齢者支援金等分では、支出済額が９，６７６万
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２，６３０円。第３項介護納付金分では、支出済額が６，０９５万３，

２３６円となっております。

第４款共同事業拠出金では、支出済額が２０円となっております。

第５款財政安定化基金拠出金では、支出額はありませんでした。

第６款保健事業費では、支出済額が１，０９６万１，９３９円とな

っております。第１項保健事業費では、支出済額が３３１万３，７３

７円。次のページ、１６７ページを御覧願います。第２項特定健康診

査等事業費では、支出済額が７６４万８，２０２円となっております。

第７款基金積立金では、支出済額が１億８００万２，０００円とな

っております。

次のページ、１６８ページを御覧願います。第８款公債費では、支

出額はありませんでした。

第９款諸支出金では、支出済額が２，３３２万２，４６５円となっ

ております。第１項償還金及び還付加算金では、支出済額が９５６万

６，４６５円。第２項繰出金では、支出済額が１，３７５万６，００

０円となっております。

第１０款予備費では、支出額はありませんでした。

以上で歳出の説明を終わります。

次に、歳入についてご説明いたします。１５９ページにお戻り願い

ます。第１款国民健康保険税では、調定額４億４，７８９万４，６６

２円に対し、収入済額は３億６，０９８万８，９８１円、不納欠損額

は１，４８４万３，１００円、収入未済額は７，２０６万２，５８１

円、収納率は前年度比４．３６％増の８０．６％となりました。

次のページ、１６０ページを御覧願います。第２款使用料及び手数

料では、調定額、収入済額が同額の１８万６，２００円となっており

ます。

第３款国庫支出金では、調定額、収入済額が同額の７１万６，００

０円となっております。

第４款県支出金では、調定額、収入済額が同額の１０億４，２７７

万３，０１９円となっております。

第５款財産収入では、調定額、収入済額が同額の４，４７４円とな

っております。

次のページ、１６１ページを御覧願います。第６款繰入金では、調
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定額、収入済額が同額の１億３，１５２万９，２２５円となっており

ます。

第７款繰越金では、調定額、収入済額が同額の８，９１７万３，８

８１円となっております。

第８款諸収入では、調定額、収入済額が同額の７１８万１７６円と

なっております。第１項延滞金加算金及び過料では、調定額、収入済

額が同額の４３９万３，８９１円。次のページ、１６２ページを御覧

願います。第３項雑入では、調定額、収入済額が同額の２７８万６，

２８５円となっております。

以上で事業勘定の歳入歳出決算の説明を終わります。

引き続き、診療施設勘定についてご説明いたします。１５６ページ

にお戻り願います。歳入決算額では、調定額、収入済額が同額の１億

３，８４４万６，２１４円、予算現額と収入済額との比較は、マイナ

ス４２４万１，７８６円となりました。

次のページ、１５７ページを御覧願います。歳出決算額では、支出

済額が１億３，８４４万４，４１５円、不用額及び予算現額と支出済

額との比較は同額の４２４万３，５８５円となりました。歳入歳出差

引残額は１，７９９円となり、その全額を令和４年度に繰り越すもの

であります。

次に、歳入歳出決算の概要について、歳入歳出決算事項別明細書に

より、歳出からご説明いたします。

１７７ページを御覧願います。第１款総務費では、支出済額が９，

８９３万８，９１３円となっております。第１項医療施設管理費は、

支出済額が８，０２１万８，４７１円。１７９ページを御覧願います。

第２項歯科施設管理費では、支出済額が１，８７２万４４２円となっ

ております。

次のページ、１８０ページを御覧願います。第２款医業費では、支

出済額が１，６６５万９，２５８円となっております。第１項医科用

医業費では、支出済額が１，３８９万６，８３８円。第２項歯科用医

業費では、支出済額が２７６万２，４２０円となっております。

次のページ、１８１ページを御覧願います。第３款公債費は、支出

済額が２，２８４万６，２４４円となっております。

第４款予備費では、支出額がありませんでした。
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以上で歳出の説明を終わります。

次に、歳入についてご説明いたします。１７４ページにお戻り願い

ます。第１款診療収入では、調定額、収入済額が同額の７，４４０万

４，１０８円となっております。第１項医科外来収入では、調定額、

収入済額が同額の６，０６１万２，１０９円。第２項歯科外来収入で

は、調定額、収入済額が同額の１，１７６万９，１２５円。第３項そ

の他診療収入では、調定額、収入済額が同額の２０２万２，８７４円

となっております。

次のページ、１７５ページを御覧願います。第２款使用料及び手数

料では、調定額、収入済額が同額の２２万１，９２７円となっており

ます。第１項手数料では、調定額、収入済額が同額の１８万７，７７

０円。第２項使用料では、調定額、収入済額が同額の３万４，１５７

円。第３款県支出金では、調定額、収入済額が同額の６７万９，６４

０円となっております。

第４款繰入金では、調定額、収入済額が同額の３，８６１万７，０

００円となっております。

第５款繰越金では、調定額、収入済額が同額の１，３３２円となっ

ております。

第６款諸収入では、調定額、収入済額が同額の２，０１４万２０７

円となっております。第１項雑入では、調定額、収入済額が同額の１，

９３３万３，４６７円。次のページ、１７６ページを御覧願います。

第２項受託事業収入では、調定額、収入済額が同額の８０万６，７４

０円となっております。

第８款国庫支出金では、調定額、収入済額が同額の４３８万２，０

００円となっております。

以上で議案第４３号 令和３年度中泊町国民健康保険特別会計歳入

歳出決算の説明を終わります。

〇野上（憲）委員長 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質

疑はありませんか。

荒関委員。

〇荒関委員 １６０ページ、歳入の部分に国庫支出金で災害臨時特例補助金と

いう項目があるのですけれども、６０万円ほどの補助金が入っている

のですけれども、この内訳を教えていただけないでしょうか。
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〇野上（憲）委員長 暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時３２分

再開 午前１０時３５分

〇野上（憲）委員長 休憩中の会議を再開します。

三上町民課長。

〇町民課長（三上康栄君） すみません。お待たせいたしました。荒関委員ご

質問の国庫支出金についてお答えいたします。

これは、国民健康保険税減免新型コロナウイルス感染症対応分のも

のでございます。減免申請額は１０１万１，０００円となっておりま

す。これで１０分の６が災害補助金対応として６０万６，０００円、

１０分の４が特別調整交付金として入ってくる予定となっておりまし

た。

以上です。

〇野上（憲）委員長 荒関委員、よろしいでしょうか。

〇荒関委員 コロナは災害ということで、そういう対応になったという理解で

いいのですよね。分かりました。

〇野上（憲）委員長 ほかにございませんか。

川山委員。

〇川山委員 診療施設勘定のほうで……

〇野上（憲）委員長 ページ数をお示しください。

〇川山委員 いや、ページは診療施設勘定で、決算には別に問題ない、反対で

はないですけれども、その中身の運営についてちょっと。診療施設の

小泊の事務のほう、委託していますよね、民間に。それで、小泊の住

民の方からのいろんな声が大きくなってきましたので、それでちょっ

とお話ししておきたいと。私、詳しくは調査はしていません。もとも

と使われていた職員２人がそちらのほうに移行したらしいのですけれ

ども、２人か３人か分かりませんが、何人かが今辞めたそうです。そ

れで、それについてのうわさなのですけれども、新しくなってから社

会保険料とか、給料とかが安いとか、いろいろうわさが飛んでいます。

それで、運営者自体も高圧的な感じで、今までいた人がいにくいとい

う関係もちらほら聞こえていまして、残念ながら、まだ若いのですけ
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れども、２人退職したようです。私の覚えている範囲では２人です。

それで、やはり民間委託とするのが今の世の習いですから、これは

しようがないとしても、この辺役場のほうできちっとその対応をして、

職場内でなるべく仲のいいようにいくように管理していただきたい

と。また、給料面とかそういうのもいろいろ、なければいいのですが、

あるかもしれませんので、その辺ももう少し調査して、きちっとした

対応にして、あんまり悪いうわさの出ないように気をつけていただき

たいと思っておりますので、よろしくお願いします。

〇野上（憲）委員長 三上町民課長。

〇町民課長（三上康栄君） ご指摘のこと、私のほうではちょっと把握してお

りませんでした。誠に申し訳ございません。これからは、そういう職

場環境を整えるような格好でやっていきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。

〇野上（憲）委員長 川山委員、それでよろしいですか。

〇川山委員 はい、いいです。

〇野上（憲）委員長 ほかにございませんか。

（「なし」の声あり）

〇野上（憲）委員長 それでは、質疑がないようでございますので、これをも

ちまして議案第４３号 令和３年度中泊町国民健康保険特別会計歳入

歳出決算の認定についての質疑を終わります。

◎議案第４４号の上程、説明、質疑

〇野上（憲）委員長 日程第８、議案第４４号 令和３年度中泊町介護保険事

業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

下山福祉課長。

〇福祉課長（下山貴子君） 議案第４４号 令和３年度中泊町介護保険事業特

別会計歳入歳出決算についてご説明申し上げます。

歳入歳出決算書の１９３ページを御覧願います。歳入決算額では、

調定額１８億８，３０１万６，２３８円、収入済額１８億７，１５７

万６，３５２円、不納欠損額３０万３，８１２円、収入未済額１，１

１３万６，０７４円、予算現額と収入済額との比較はマイナス１，１

５９万６４８円となりました。
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１９５ページを御覧願います。歳出決算額では、支出済額１８億３，

３９３万８，２８２円、翌年度繰越額１，０５０万円、不用額３，８

７２万８，７１８円、予算現額と支出済額との比較は４，９２２万８，

７１８円となりました。歳入歳出差引残額は３，７６３万８，０７０

円となり、その全額を令和４年度へ繰り越すものであります。

次に、歳入歳出決算の概要について、歳入歳出決算事項別明細書に

よりご説明申し上げます。最初に、歳出からご説明いたします。

２０１ページを御覧願います。第１款総務費では、支出済額が５，

３５４万９，５４７円となっております。第１項総務管理費では、支

出済額が４，２５３万５，３２７円、次のページ、２０２ページを御

覧願います。第２項徴収費では、支出済額が８１万１，１９５円、第

３項介護認定審査会費では、支出済額が１，０２０万３，０２５円と

なっております。

第２款保険給付費では、支出済額が１６億９１２万７，００４円と

なっております。第１項介護サービス等諸費では、支出済額が１４億

４，５１９万４，２７７円、次のページ、２０３ページを御覧願いま

す。第２項介護予防サービス等諸費では、支出済額が２，０９８万５，

６８０円、第３項高額介護サービス等費では、支出済額が５，６６０

万６，２６３円、第４項その他諸費では、支出済額が１１１万３，０

６７円、第５項特定入所者介護サービス等費では、支出済額が８，５

２２万７，７１７円となっております。

第３款地域支援事業費の支出済額は、７，７２０万４，６５８円と

なっております。第１項介護予防・生活支援サービス事業費では、支

出済額が３，９３２万９，６３８円、次のページ、２０４ページを御

覧願います。第２項一般介護予防事業費では、支出済額が４３万８，

７３７円、第３項包括的支援事業・任意事業費では、支出済額が３，

７２５万３，９５５円、２０６ページを御覧願います。第４項その他

諸費では、支出済額が１８万２，３２８円となっております。

第４款基金積立金では、支出済額が８，８５９万４，０００円とな

っております。

第５款公債費は、支出がありませんでした。

第６款諸支出金では、支出済額が５４６万３，０７３円となってお

ります。
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第７款予備費は、支出はありませんでした。

次に、歳入についてご説明いたします。お戻りいただいて、１９７

ページを御覧願います。第１款保険料では、調定額が２億９，９８７

万３，６０６円に対し、収入済額が２億９，８９３万３，７２０円、

不納欠損額が３０万３，８１２円、収入未済額は６３万６，０７４円、

収納率は９９．６９％となっております。第１項介護保険料、第１目

第１号被保険者保険料、第１節現年度分特別徴収保険料では、調定額

が２億６，９６２万９９０円に対し、収入済額が２億６，９６９万４，

１１８円、収入未済額がマイナス７万３，１２８円、収納率は１００．

０３％となっております。収納率が１００％を超えていますが、年金

特別徴収後に死亡した７名９件について相続人が確定していないこと

から、出納整理期間５月３１日までに還付できなかったことによるも

のです。今後、相続人が確定次第、過年度還付として対応します。

第２款使用料及び手数料では、調定額、収入済額は同額の３万３，

２００円となっております。

第３款国庫支出金では、調定額、収入済額は同額の５億２，０７４

万５，５４７円となっております。第１項国庫負担金では、調定額、

収入済額は同額の３億２，６５９万７，４２２円、第２項国庫補助金

では、調定額、収入済額は同額の１億９，４１４万８，１２５円とな

っております。

次のページ、１９８ページを御覧願います。第４款支払基金交付金

では、調定額、収入済額は同額の４億４，７８０万４，０００円とな

っております。

第５款県支出金では、調定額２億７，８７３万８８３円に対し、収

入済額が２億６，８２３万８８３円、収入未済額は１，０５０万円と

なっております。第１項県負担金では、調定額、収入済額は同額の２

億５，１８０万４，９４６円、次のページ、１９９ページを御覧願い

ます。第２項県補助金では、調定額２，６９２万５，９３７円に対し、

収入済額が１，６４２万５，９３７円、収入未済額は１，０５０万円

となっております。収入未済額につきましては、令和４年度へ繰り越

した介護施設等感染拡大防止対策事業費分となっております。

第６款財産収入では、調定額、収入済額は同額の７８３円となって

おります。
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第７款繰入金では、調定額、収入済額は同額の３億１１万６，９１

４円となっております。第１項一般会計繰入金では、調定額、収入済

額は同額の３億１１万６，９１４円となっております。

次のページ、２００ページを御覧願います。第８款繰越金では、調

定額、収入済額は同額の３，４４３万６，１５４円となっております。

第９款諸収入では、調定額、収入済額は同額の１２７万５，１５１

円となっております。第１項延滞金、加算金及び過料では、調定額、

収入済額は同額の５万５，５００円、第２項雑入では、調定額、収入

済額は同額の１２１万９，６５１円となっております。

以上、議案第４４号 令和３年度中泊町介護保険事業特別会計歳入

歳出決算についてご説明申し上げました。

〇野上（憲）委員長 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質

疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇野上（憲）委員長 質疑がないようですので、これをもちまして議案第４４

号 令和３年度中泊町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いての質疑を終わります。

◎議案第４５号の上程、説明、質疑

〇野上（憲）委員長 日程第９、議案第４５号 令和３年度中泊町農業集落排

水事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

鈴木上下水道課長。

〇上下水道課長（鈴木輝文君） 議案第４５号 令和３年度中泊町農業集落排

水事業特別会計歳入歳出決算についてご説明申し上げます。

歳入歳出決算書の２１５ページを御覧願います。歳入決算額では、

調定額４，１９４万４５８円、収入済額４，１９１万７，５５１円、

収入未済額２万２，９０７円、予算現額と収入済額との比較は３８万

７，５５１円となりました。

次のページ、２１６ページを御覧願います。歳出決算額では、支出

済額４，１１８万３，６６６円、不用額及び予算現額と支出済額との

比較は同額の３４万６，３３４円となりました。歳入歳出差引残額で

は７３万３，８８５円となり、その全額を令和４年度へ繰り越すもの
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であります。

次に、歳入歳出決算の概要について歳入歳出決算事項別明細書によ

りご説明いたしますので、２１９ページを御覧願います。

最初に、歳出からご説明いたします。第１款事業費、支出済額は１，

４２９万２２９円となっております。これらの主な支出は、第２目施

設管理費、１０節需用費の電気料２３６万６，２９７円、１１節役務

費の汚泥搬出等の手数料５４０万９，５００円、１２節委託料の処理

施設管理業務委託料４０７万円などであります。

次のページ、２２０ページを御覧願います。第２款公債費、支出済

額は２，６８９万３，４３７円、第１目元金で支出済額が２，４１１

万９，２６４円、第２目利子で支出済額が２７７万４，１７３円とな

っております。

次に、歳入であります。２１８ページにお戻り願います。第１款使

用料及び手数料では、調定額５９８万１，８１９円に対し、収入済額

は５９５万８，９１２円、収入未済額２万２，９０７円となっており、

現年度分の収納率は９９．６２％であります。

第２款繰入金では、調定額、収入済額が同額の３，５４３万３，０

００円、第３款繰越金では、調定額、収入済額が同額の５２万５，６

３９円となっております。

以上、議案第４５号 令和３年度中泊町農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算についてご説明申し上げました。

〇野上（憲）委員長 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質

疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇野上（憲）委員長 質疑がないようでございますので、これをもちまして議

案第４５号 令和３年度中泊町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決

算の認定についての質疑を終わります。

◎議案第４６号の上程、説明、質疑

〇野上（憲）委員長 日程第１０、議案第４６号 令和３年度中泊町漁業集落

排水事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

鈴木上下水道課長。
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〇上下水道課長（鈴木輝文君） 議案第４６号 令和３年度中泊町漁業集落排

水事業特別会計歳入歳出決算についてご説明申し上げます。

歳入歳出決算書の２２９ページを御覧願います。歳入決算額では、

調定額２，３３１万６，４９６円、収入済額２，３３０万８，５７１

円、収入未済額７，９２５円、予算現額と収入済額との比較はマイナ

ス２万５，４２９円となりました。

次のページ、２３０ページを御覧願います。歳出決算額では、支出

済額２，３１６万１，２６０円、不用額及び予算現額と支出済額との

比較は同額の１７万２，７４０円となりました。歳入歳出差引残額で

は１４万７，３１１円となり、その全額を令和４年度へ繰り越すもの

であります。

次に、歳入歳出決算の概要について歳入歳出決算事項別明細書によ

り説明いたしますので、２３３ページを御覧願います。

最初に、歳出からご説明いたします。第１款事業費、支出済額は６

１４万６，９３４円となっております。これらの主な支出は、第２目

施設管理費、１０節需用費の電気料１９７万９，３９６円、１２節委

託料の処理施設管理業務委託料２３１万円などであります。

第２款公債費、支出済額は１，７０１万４，３２６円、第１目元金

で、支出済額が１，５４５万３，１７９円、次のページ、２３４ペー

ジを御覧願います。第２目利子で、支出済額が１５６万１，１４７円

となっております。

次に、歳入であります。２３２ページにお戻り願います。第１款使

用料及び手数料では、調定額２８５万６，８９９円に対し、収入済額

は２８４万８，９７４円、収入未済額７，９２５円となっており、現

年度分の収納率は９９．７２％であります。

第２款繰入金では、調定額、収入済額が同額の２，００９万６，０

００円、第３款繰越金では、調定額、収入済額が同額の３６万３，５

９７円となっております。

以上、議案第４６号 令和３年度中泊町漁業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算についてご説明申し上げました。

〇野上（憲）委員長 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質

疑はありませんか。

（「なし」の声あり）
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〇野上（憲）委員長 質疑がないようですので、これをもちまして議案第４６

号 令和３年度中泊町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定

についての質疑を終わります。

◎議案第４７号の上程、説明、質疑

〇野上（憲）委員長 日程第１１、議案第４７号 令和３年度中泊町後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

三上町民課長。

〇町民課長（三上康栄君） 議案第４７号 令和３年度中泊町後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算についてご説明いたします。

２４３ページを御覧願います。歳入決算額では、調定額２億９，３

６５万５，５６０円、収入済額２億９，３０８万４６０円、不納欠損

額１万４００円、収入未済額５６万４，７００円、予算現額と収入済

額との比較は、２０１万２，４６０円となりました。

次のページ、２４４ページを御覧願います。歳出決算額では、支出

済額２億８，９１５万１７７円、不用額及び予算現額と支出済額との

比較は同額の１９１万７，８２３円となりました。歳入歳出差引残額

は３９３万２８３円となり、その全額を令和４年度へ繰り越すもので

あります。

次に、歳入歳出決算の概要について、歳入歳出決算事項別明細書に

より、歳出からご説明いたします。

２４８ページを御覧願います。第１款総務費では、支出済額が５６

０万７，５４７円となっております。第１項総務管理費では、支出済

額が５３９万９，６４７円。第２項徴収費では、支出済額が２０万７，

９００円となっております。

第２款後期高齢者医療連合納付金では、支出済額が２億８，３５２

万２，７３０円となっております。

第３款諸支出金では、支出済額が１万９，９００円となっておりま

す。

以上で歳出の説明を終わります。

次に、歳入についてご説明いたします。２４６ページにお戻り願い

ます。
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第１款後期高齢者医療保険料では、調定額８，７７５万５，３００

円に対し、収入済額は８，７１８万２００円、不納欠損額は１万４０

０円、収入未済額は５６万４，７００円、収納率は前年度比０．４％

減の９９．３４％となりました。

第２款使用料及び手数料では、調定額、収入済額が同額の１万９，

８００円となっております。

第３款繰入金では、調定額、収入済額が同額の１億９，９０８万７，

０３０円となっております。

第４款繰越金では、調定額、収入済額が同額の３５８万４，４１２

円となっております。

次のページ、２４７ページを御覧願います。第５款諸収入では、調

定額、収入済額が同額の３２０万９，０１８円となっております。第

１項延滞金加算金及び過料では、調定額、収入済額が同額の５００円。

第２項雑入では、調定額、収入済額が同額の３２０万８，５１８円と

なっております。

以上で議案第４７号 令和３年度中泊町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算について説明を終わります。

〇野上（憲）委員長 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質

疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇野上（憲）委員長 質疑がないようですので、これをもちまして議案第４７

号 令和３年度中泊町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついての質疑を終わります。

◎議案第４８号の上程、説明、質疑

〇野上（憲）委員長 日程第１２、議案第４８号 令和３年度中泊町水道事業

特別会計利益の処分及び決算の認定についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

鈴木上下水道課長。

〇上下水道課長（鈴木輝文君） 議案第４８号 令和３年度中泊町水道事業特

別会計利益の処分及び決算についてご説明申し上げます。

損益計算書をもって決算報告いたしますので、恐れ入りますが、中

泊町水道事業特別会計決算書の８ページを御覧願います。１、営業収
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益では、（１）の水道事業給水収益として２億６，９１３万６，３７

９円となっております。そして、（３）、その他の営業収益を合わせた

合計額は２億６，９４４万２，８７９円となりました。

２、営業費用では、（１）の水道事業原水及び浄水費から（７）、水

道事業その他営業費用までの合計額は２億４，２８３万５，７５５円

となりました。営業収益から営業費用を差し引いた営業利益は、２，

６６０万７，１２４円となりました。

３、営業外収益では、（１）、水道事業受取利息から（４）、水道事

業雑収益までの合計額は５，９８９万４，０２３円となりました。

４、営業外費用では、（１）、水道事業支払利息が２，３６９万９，

１８２円となり、営業外収益から営業外費用を差し引きますと、営業

外利益が３，６１９万４，８４１円となりました。よって、営業利益

の２，６６０万７，１２４円と営業外利益の３，６１９万４，８４１

円を加算した経常利益は６，２８０万１，９６５円となりました。

次のページ、９ページを御覧願います。６、特別損失が７万４，０

９７円あったことから、当年度純利益が６，２７２万７，８６８円と

なり、前年度繰越利益剰余金３億６０４万７，８８７円を加算すると

３億６，８７７万５，７５５円の利益剰余金になりました。

恐れ入りますが、１８ページを御覧願います。利益剰余金が計上さ

れてはいますが、ここの事業報告、１、概況、（１）、総括事項にも述

べておりますが、全国的に社会問題となっている少子高齢化、そして

若年層の町外への流出等で給水収益の減収が大きな課題となっており

ます。

なお、令和２年度に新型コロナウイルス対策支援事業で基本料金３

か月分を減免したことにより、令和３年度の給水収益が前年度比１１．

６％の増収となっております。今後も今まで以上に不要不急等の経費

を抑制し、健全経営に努めながら、安心、安定した水道水の供給を図

ってまいりたいと思っております。

なお、収入、支出の詳細につきましては、２４ページからの費用明

細書に記載しておりますので、後ほど御覧願います。

以上、議案第４８号 令和３年度中泊町水道事業特別会計利益の処

分及び決算についてご説明申し上げました。

〇野上（憲）委員長 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質
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疑はありませんか。

荒関委員。

〇荒関委員 関連なのですけれども、今回の大雨の災害で、水道事業そのもの、

何か被害受けているのか。小泊のほうの崖崩れなどを見ますと、あそ

こら辺も水道走っているのではないかなと思っておりますので、把握

している部分がありましたらお知らせください。

〇野上（憲）委員長 鈴木上下水道課長。

〇上下水道課長（鈴木輝文君） 荒関委員のご質問にお答えいたします。

今回の大雨によりまして、まず冬部川取水口の取水が、要は砂利と

か泥とか流木等によりまして詰まってしまいまして、そちらのほうの

復旧作業にかなりの経費を要しております。

あと、水道の配水管に関しましては、下前折戸線、現在通行止めに

なっておりますけれども、そちらのほうに配水管が入っておりまして、

そちらのほうを、今おさかな海岸のあるところと上のほうで切替え作

業を行って、その部分は通水させておりません。ふだんであれば循環

して配水できるのですけれども、要は片側通行のような状態で今配水

している状態でございます。

以上です。

〇野上（憲）委員長 荒関委員。

〇荒関委員 大分被害出ていると思うのですが、今後の復旧、復興の見通しと

か、どのようにやっていこうかとか、今現在で考えていることがあっ

たらお知らせ願いたいのですけれども。なければないでいいですけれ

ども。

〇野上（憲）委員長 鈴木上下水道課長。

〇上下水道課長（鈴木輝文君） まず、飲料水ですので、確実な水の供給とい

うものを確保しなければならないということで、今小泊地域に関しま

しては冬部川がやっぱり給水のメインとなっておりますので、そちら

の水の安全な確保をまず優先的に考えたいと思っております。

以上です。

〇野上（憲）委員長 よろしいですか。

ほかにございませんか。

（「なし」の声あり）

〇野上（憲）委員長 質疑がないようでございますので、これをもちまして議
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案第４８号 令和３年度中泊町水道事業特別会計利益の処分及び決算

の認定についての質疑を終わります。

◎散会の宣告

〇野上（憲）委員長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。

本日はこれで散会します。

散会 午前１１時１４分
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令和４年中泊町議会決算特別委員会

令和 ４年 ９月 ８日（木曜日）

〇議事日程 第２号

１ 議案第４２号 令和３年度中泊町一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて

〇出席委員（１１名）

１番 田 中 洋 君 ３番 成 田 直 人 君
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開議 午前１０時００分

◎開議の宣告

〇野上（憲）委員長 ただいまの出席委員数は１１名です。定足数に達してい

ますので、これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。本日は、決算特別委

員会に付託されました令和３年度中泊町一般会計歳入歳出決算の審査

を行います。

◎議案第４２号の上程、説明、質疑

〇野上（憲）委員長 日程第１、議案第４２号 令和３年度中泊町一般会計歳

入歳出決算の認定についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

藤田会計課長。

〇会計課長（藤田順悦君） 議案第４２号 令和３年度中泊町一般会計歳入歳

出決算の認定についてご説明申し上げます。

恐れ入りますが、１０ページを御覧願います。まず、歳入決算額で

は、予算現額１２６億２，５４６万９，０００円、調定額１１８億５，

５０５万５，６１８円、収入済額１１７億３，３７８万１，２７４円、

不納欠損額９７５万５，５３７円、収入未済額１億１，１５１万８，

８０７円、予算現額と収入済額との比較ではマイナス８億９，１６８

万７，７２６円となりました。

１３ページを御覧願います。歳出決算額では、予算現額１２６億２，

５４６万９，０００円、支出済額１１４億８，３８６万８，９６６円、

翌年度繰越額７億８，４７５万９，０００円、不用額３億５，６８４

万１，０３４円、予算現額と支出済額との比較では１１億４，１６０

万３４円となりました。

この結果、歳入歳出差引残額は２億４，９９１万２，３０８円とな

り、翌年度継続費逓次繰越額４万６，０００円及び繰越明許費繰越額

６６５万２，０００円を除く実質収支額は２億４，３２１万４，３０

８円となりました。

次に、歳入歳出決算の概要について、歳入歳出決算事項別明細書に

より、款項を追って、歳出からご説明申し上げますが、説明は支出済
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額とさせていただきます。

３５ページを御覧願います。第１款議会費は、支出済額７，４３９

万１，２５４円となっております。

次のページ、３６ページを御覧願います。第２款総務費では、支出

済額２３億７，１３３万６，９８１円。第１項総務管理費、支出済額

２２億３，１６８万２０２円。５０ページを御覧願います。第２項徴

税費、支出済額７，９１２万２，３４８円。次のページ、５１ページ

を御覧願います。第３項戸籍住民基本台帳費、支出済額４，９７５万

７，１４４円。５３ページを御覧願います。第４項選挙費、支出済額

９４８万７，８２７円。５５ページを御覧願います。第５項統計調査

費、支出済額８５万５，０４７円。次のページ、５６ページを御覧願

います。第６項監査委員費、支出済額４３万４，４１３円でございま

す。

ページはそのままで、第３款民生費、支出済額１４億４，９２６万

４，３３６円となっております。次のページ、５７ページを御覧願い

ます。第１項社会福祉費、支出済額８億５，５２５万１，２９９円。

６２ページを御覧願います。第２項児童福祉費、支出済額５億９，４

０１万３，０３７円。

６４ページを御覧願います。第４款衛生費、支出済額１０億２，０

０４万２，９６０円となっております。第１項保健衛生費、支出済額

６億１，９５８万３，６７６円。７１ページを御覧願います。第２項

清掃費、支出済額１億８，２８７万９，０１５円。７３ページを御覧

願います。第３項母子保健費、支出済額１，１４０万２，９１２円。

次のページ、７４ページを御覧願います。第４項病院費、支出済額１

億８，０７２万９，３５７円。第５項上水道整備費、支出済額２，５

４４万８，０００円でございます。

次のページ、７５ページを御覧願います。第５款労働費、支出済額

４２万６４４円となっております。

ページはそのままで、第６款農林水産業費、支出済額８億１，６１

８万９，０９４円となっております。第１項農業委員会費、支出済額

２，９９５万８，６１６円。次のページ、７６ページを御覧願います。

第２項農業費、支出済額１億８，１０４万７０１円。８０ページを御

覧願います。第３項畜産業費、支出済額５３５万２，３５８円。第４
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項農地費、支出済額４億６，８４４万７，６０５円。８３ページを御

覧願います。第５項林業費、支出済額２，８５９万２，０６７円。８

５ページを御覧願います。第６項水産業費、支出済額１億２７９万７，

７４７円でございます。

８８ページを御覧願います。第７款商工費、支出済額１億５，４４

５万６，７９５円となっております。

９４ページを御覧願います。第８款土木費、支出済額５億１，０３

６万８，４６２円となっております。第１項土木管理費、支出済額４，

２６６万７，３２９円。次のページ、９５ページを御覧願います。第

２項道路橋梁費、支出済額４億３０３万８，６０４円。９７ページを

御覧願います。第３項河川費、支出済額１，８１６万５，２４１円。

次のページ、９８ページを御覧願います。第４項都市計画費、支出済

額１，２５０万５，２７６円。第５項住宅費、支出済額３，３９９万

１，９１４円。１００ページを御覧願います。第６項土地開発基金費、

支出済額９８円でございます。

ページはそのままで、第９款消防費、支出済額１３億１，０４０万

７，５１６円となっております。

１０４ページを御覧願います。第１０款教育費、支出済額２５億５，

９５１万８，７１６円となっております。第１項教育総務費、支出済

額２１億６，３５３万４，６７６円。１０８ページを御覧願います。

第２項小学校費、支出済額８，１８２万２，２６２円。１１２ページ

を御覧願います。第３項中学校費、支出済額５，５７９万５，５７６

円。１１５ページを御覧願います。第４項社会教育費、支出済額１億

３，９０７万７，３８９円。１２６ページを御覧願います。第５項保

健体育費、支出済額１億１，８２６万２８１円でございます。１３１

ページを御覧願います。第６項小中一貫校費、支出済額１０２万８，

５３２円でございます。

ページはそのままで、第１１款災害復旧費、支出済額２，８５０円

でございます。

次のページ、１３２ページを御覧願います。第１２款公債費、支出

済額１２億１，７４６万９，３５８円となっております。

以上が歳出決算の概要であります。

次に、歳入決算について、款項を追ってご説明申し上げます。お戻
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りいただきまして、１５ページを御覧願います。第１款町税では、調

定額９億６，２５９万４，７５４円に対し、収入済額は９億１，６６

４万９，８７２円、不納欠損額は９７５万５，５３７円、収入未済額

は３，６１８万９，３４５円、収納率は９５．２３％となりました。

収入済額の歳入総額に占める割合は７．８１％となっております。

項別では、第１項町民税で、調定額３億５，１５７万３，１８７円

に対し、収入済額３億３，８７２万８１９円、不納欠損額１６９万９，

９９７円、収入未済額１，１１５万２，３７１円、収納率９６．３４

％となっております。

第２項固定資産税では、調定額４億７，５７０万２，６５７円に対

し、収入済額４億４，４９９万８，５４３円、不納欠損額７２８万４，

０４０円、収入未済額２，３４２万７４円、収納率は９３．５５％と

なっております。

第３項軽自動車税では、調定額４，４８７万９，９００円に対し、

収入済額４，２４９万１，５００円、不納欠損額７７万１，５００円、

収入未済額１６１万６，９００円、収納率９４．６８％となっており

ます。

次のページ、１６ページを御覧願います。第４項たばこ税では、調

定額、収入済額は同額の９，０４３万９，０１０円となっております。

第５項入湯税でございますが、収入はありませんでした。

ページはそのままで、第２款地方譲与税では、調定額、収入済額は

同額の７，０７２万６，０００円となっております。第１項地方揮発

油譲与税では、調定額、収入済額は同額の１，６４２万２，０００円。

第２項自動車重量譲与税では、調定額、収入済額は同額の４，６９５

万７，０００円。次のページ、１７ページを御覧願います。第３項森

林環境譲与税では、調定額、収入済額は同額の７３４万７，０００円

となっております。

ページはそのままで、第３款利子割交付金では、調定額、収入済額

は同額の４８万２，０００円となっております。

第４款配当割交付金では、調定額、収入済額は同額の２２２万１，

０００円となっております。

第５款株式等譲渡所得割交付金では、調定額、収入済額は同額の２

０８万円となっております。
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第６款地方消費税交付金では、調定額、収入済額は同額の２億３，

８２０万８，０００円となっており、歳入総額に占める割合は２．０

３％となっております。

第７款環境性能割交付金では、調定額、収入済額は同額の４９４万

３，０００円となっております。

第８款地方特例交付金では、調定額、収入済額は同額の６９９万５，

０００円となっております。

次のページ、１８ページを御覧願います。第９款地方交付税では、

調定額、収入済額は同額の４０億１，８３６万１，０００円となって

おり、収入済額の歳入総額に占める割合は３４．２５％となっており

ます。

第１０款交通安全対策特別交付金では、調定額、収入済額は同額の

５９万２，０００円となっております。

第１１款法人事業税交付金では、調定額、収入済額が同額の７７２

万５，０００円となっております。

第１２款分担金及び負担金では、調定額、収入済額は同額の６９万

６，９００円となっております。

第１３款使用料及び手数料では、調定額１億６９２万６，０４７円

に対し、収入済額９，８８９万８，０４７円、収入未済額８０２万８，

０００円となっております。第１項使用料では、調定額１億５７万８，

０９０円、収入済額９，２５５万９０円、収入未済額８０２万８，０

００円となっております。２０ページを御覧願います。第２項手数料

では、調定額、収入済額は同額の６３４万７，９５７円となっており

ます。

次のページ、２１ページを御覧願います。第１４款国庫支出金では、

調定額１９億３，５０３万３，１２０円、収入済額１８億７，３８０

万１，１８０円、収入未済額６，１２３万１，９４０円となっており、

収入済額の歳入総額に占める割合は１５．９７％となっております。

第１項国庫負担金では、調定額、収入済額は同額の５億５，２６４万

１，４０２円。次のページ、２２ページを御覧願います。第２項国庫

補助金では、調定額１３億６，２７５万３，８３７円、収入済額１３

億１５２万１，８９７円、収入未済額６，１２３万１，９４０円とな

っております。なお、収入未済額については、住民税非課税世帯等に
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対する臨時特別給付金事業等の翌年度繰越事業に係る未収入特定財源

分でございます。２４ページを御覧願います。第３項国庫委託金では、

調定額、収入済額は同額の１，９６３万７，８８１円となっておりま

す。

ページはそのままで、第１５款県支出金では、調定額５億７，０８

４万６，２７２円、収入済額５億６，５０１万６，２７２円、収入未

済額５８３万円となっており、収入済額の歳入総額に占める割合は４．

８２％となっております。第１項県負担金では、調定額、収入済額は

同額の２億９，４３９万７，８２１円となっております。次のページ、

２５ページを御覧願います。第２項県補助金では、調定額２億４，４

８２万４，４３５円、収入済額２億３，８９９万４，４３５円、収入

未済額５８３万円となっております。なお、収入未済額については、

社会保障・税番号システム整備費等の翌年度繰越事業に係る未収入特

定財源分でございます。２７ページを御覧願います。第３項県委託金

では、調定額、収入済額は同額の３，１６２万４，０１６円となって

おります。

次のページ、２８ページを御覧願います。第１６款財産収入では、

調定額２，１６４万４，２８５円、収入済額２，１４０万４，７６３

円、収入未済額２３万９，５２２円となっております。第１項財産運

用収入では、調定額１，５８５万２，４９９円、収入済額１，５６１

万２，９７７円、収入未済額２３万９，５２２円。次のページ、２９

ページを御覧願います。第２項財産売払収入では、調定額、収入済額

は同額の５７９万１，７８６円となっております。

ページはそのままで、第１７款寄附金では、調定額、収入済額は同

額の８，９８０万５，００５円となっております。

第１８款繰入金では、調定額、収入済額は同額の６億６，１３４万

円となっており、収入済額の歳入総額に占める割合は５．６４％とな

っております。

第１９款繰越金では、調定額、収入済額は同額の２億２，７９３万

９，５５８円となっており、収入済額の歳入総額に占める割合は１．

９４％となっております。

次のページ、３０ページを御覧願います。第２０款諸収入では、調

定額、収入済額は同額の１億８３９万６，６７７円となっており、収
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入済額の歳入総額に占める割合は０．９２％となっております。第１

項延滞金加算金及び過料では、調定額、収入済額は同額の１２２万１

６１円。第２項町預金利子では、調定額、収入済額は同額の１万９，

６６９円。第３項貸付金元利収入では、調定額、収入済額は同額の１

６７万８，０００円。第４項受託事業収入では、調定額、収入済額は

同額の９６万１，３００円。第５項雑入では、調定額、収入済額は同

額の１億４５１万７，５４７円となっております。

最後になりますが、３３ページを御覧願います。第２１款町債では、

調定額、収入済額は同額の２８億１，７５０万円となっており、収入

済額の歳入総額に占める割合は２４．０１％となっております。

以上で令和３年度中泊町一般会計歳入歳出決算の認定についてご説

明申し上げました。

〇野上（憲）委員長 山中財政課長。

〇財政課長（山中哲哉君） 私からは、決算書別添一般会計決算説明資料で、

令和４年度以降起債区分別公債費一覧及び令和３年度地方消費税交付

金が充てられる社会保障４経費、その他社会保障施策に要する経費並

びに令和３年度各特別会計への繰出金及び補助金の状況についてご説

明いたします。

最初に、令和４年度以降起債区分別公債費一覧についてご説明申し

上げます。資料の１ページを御覧願います。令和３年度まで借入れし

た町債について、その償還額を令和４年度から令和１３年度までの１

０年間で、起債区分は国へ提出した地方財政状況調査の区分を基に作

成しております。参考までに、令和４年度は償還合計額が１２億２，

１３１万１，０００円、令和７年度は１３億２，１２５万２，０００

円とピークを迎え、以降減少傾向となる見込みでございます。また、

各年度ごとに普通交付税算入額、公債費合計から交付税算入額を差し

引いた公債費に要する一般財源を掲載してございますので、ご参考に

していただければと思います。

次に、２ページの地方消費税交付金が充てられる社会保障４経費、

その他社会保障施策に要する経費の表を御覧願います。令和元年１０

月に１０％に引き上げられた消費税のうち５％分については、消費税

法第１条第２項により社会保障経費に充てることとなっております。

令和３年度の社会保障分の地方消費税交付金は１億３，９８９万２，
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０００円の決算となっており、資料は各充当額を表にまとめたもので

ございます。

３ページ目を御覧願います。令和３年度の各特別会計への繰出金と

補助金の状況でございます。うち法定外繰出金及び補助金は、国民健

康保険（診療施設勘定）繰出金、農業集落排水事業繰出金及び漁業集

落排水事業繰出金に含まれる元利償還金以外のものであり、その他の

各特別会計繰出金、補助金については、全て法定内繰出金及び補助金

となっております。

以上、別添決算書一般会計決算資料についてのご説明といたします。

〇野上（憲）委員長 お諮りします。

本案に対する質疑は歳入と歳出を分けて行いたいと思います。ご異

議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇野上（憲）委員長 異議なしと認めます。

したがって、質疑は歳入と歳出を分けて行うことに決定しました。

なお、ご質問の際には決算書のページを示してお願いいたします。

それでは、議案第４２号の歳入に対する質疑を行います。質疑はあ

りませんか。

（「なし」の声あり）

〇野上（憲）委員長 質疑がないようでございますので、これをもちまして歳

入に対する質疑を終わります。

続いて、議案第４２号の歳出に対する質疑を行います。

お諮りします。歳出に対する質疑は各款ごとに行いたいと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇野上（憲）委員長 異議なしと認めます。

したがって、歳出に対する質疑は各款ごとに行うことに決定しまし

た。

それでは、第１款議会費に対する質疑を行います。質疑はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

〇野上（憲）委員長 質疑がないようですので、第１款議会費に対する質疑を

終わります。
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続いて、第２款総務費に対する質疑を行います。質疑はありません

か。

（「なし」の声あり）

〇野上（憲）委員長 質疑がないようですので、第２款総務費に対する質疑を

終わります。

続いて、第３款民生費に対する質疑を行います。質疑はありません

か。

（「なし」の声あり）

〇野上（憲）委員長 質疑がないようですので、第３款民生費に対する質疑を

終わります。

続いて、第４款衛生費に対する質疑を行います。質疑はありません

か。

（「なし」の声あり）

〇野上（憲）委員長 質疑がないようですので、第４款衛生費に対する質疑を

終わります。

続いて、第５款労働費に対する質疑を行います。質疑はありません

か。

（「なし」の声あり）

〇野上（憲）委員長 質疑がないようですので、第５款労働費に対する質疑を

終わります。

続いて、第６款農林水産業費に対する質疑を行います。質疑はあり

ませんか。

（「なし」の声あり）

〇野上（憲）委員長 質疑がないようですので、第６款農林水産業費に対する

質疑を終わります。

続いて、第７款商工費に対する質疑を行います。質疑はありません

か。

（「なし」の声あり）

〇野上（憲）委員長 質疑がないようですので、第７款商工費に対する質疑を

終わります。

続いて、第８款土木費に対する質疑を行います。質疑はありません

か。

（「なし」の声あり）
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〇野上（憲）委員長 質疑がないようですので、第８款土木費に対する質疑を

終わります。

続いて、第９款消防費に対する質疑を行います。質疑はありません

か。

荒関委員。

〇荒関委員 １００ページなのですけれども、消防、中里の消防署から今度こ

こに、北部中央消防署になりまして、何か６月の広報を見ますと蜂と

か蛇に対する取扱いは今後やらないのだというようなことが載ってお

りましたが、中里消防署時代に住民サービスで行っていたものが、人

員も多くなったようには思っているのですけれども、どういう経緯で

そういうサービスをやめたのか、説明できる範囲で結構でございます

ので、お願いしたいと思います。

〇野上（憲）委員長 毛内総務課長。

〇総務課長（毛内康裕君） 荒関委員のご質問にお答えします。

北部中央消防署になったということで、消防本部のほうから業務を

統一したいということの打診がありました。それに対して、今まで消

防本部、五所川原消防署等については、蜂の駆除については消防署の

業務外だということで、取り扱っていなかったと。今北部中央消防署

になって、前の五所川原の消防署員とか、いろいろこちらのほうに来

ているわけですけれども、それに伴って業務を統一化したいという打

診がありまして、本来消防署の業務でなければ、それは致し方ないと

いうことで、一応町のほうではその話を受け入れました。蜂等の駆除

については、これからどうするかということで、環境整備課のほうで

蜂の巣の駆除とか、場所によって取扱いは違いますけれども、取り扱

っておるところでございます。

以上でございます。

〇野上（憲）委員長 荒関委員。

〇荒関委員 では、本来の消防業務ではないので、消防署のほうから打診され

た、では本来の業務でなければ、今までやっていたサービスは消防で

はやらないと。消防でやらなければ、今度は環境整備課のほうにお願

いするような形になったという説明ですよね。環境整備課のほうでは、

ではどういうふうにそこら辺取り扱っているのかお聞かせ願います。

〇野上（憲）委員長 藤本環境整備課長。
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〇環境整備課長（藤本雅久君） 荒関委員の質問にお答えします。

町民の方から問合せがあった場合は、建物や土地の所有者または管

理者から、自ら駆除していただくようにお願いしております。それで、

町の所有する町道敷地とか、そういうところは環境整備課で行います

が、例えば町有施設であっても、その施設の管理者がいるので、その

施設の管理者に撤去していただくように私のほうでは指導しておりま

す。

また、所有者または管理者自ら駆除する場合として、環境整備課で

は蜂の巣の駆除用の防護服の貸出しをしております。

以上です。

〇野上（憲）委員長 荒関委員。

〇荒関委員 消防では、今までやっていた業務サービスをなくして、環境整備

課のほうに渡したというような、まず最初の説明でありました。

では、環境整備課のほうでは、そこに蜂の巣あったり、蛇出てきた

ら、そこの人が基本的にやるのだという考え方ですよね。今までとは

違いますよね。今まで消防でそういう住民サービスをやったのは、本

来の業務でないから、町のほうに返されたというふうに私は考えます。

町のほうに返されたものに対しては、町の建物内ならやるけれども、

あとの住民のところは自分でやりなさいというふうに認識してよろし

いのでしょうか。どうして、そうサービス悪くなったのか、そこら辺、

もうちょっと丁寧に説明できないでしょうか。

〇野上（憲）委員長 藤本環境整備課長。

〇環境整備課長（藤本雅久君） 町民個人の所有地に関しては、あくまでも自

分の財産は自分で守る、あと自分のところから出た、そういう蜂とか

は隣接する方とか通行する方へのそういう蜂の刺されを防止するとい

う観点から、そちらのほうに話があった場合は、そっちの所有者を確

認して、所有者の方に片づけてもらうようにしており、町では今言っ

たように防護服の貸出しまでは行っておりますが、撤去に至っては個

人にやってもらうように指導しております。

〇野上（憲）委員長 荒関委員。

〇荒関委員 貸出しまでは分かるのだけれども、蜂飛んでいって、どこかのう

ちの軒下に蜂、勝手に巣かけました。では、勝手に巣かけられたとこ

ろの人は運が悪くて、自分でカメバチの巣でも片づけなさいと、行政



- 36 -

は一切関知しませんという。全て自主責任で、公助、共助の部分は防

護服を貸し出すから、あなた方やってくださいと。随分サービス低下

したものだなと。新しい消防署になって、人数も増えて、いいかなと

思っていたら、広域というのはこういうものなのですか。

〇野上（憲）委員長 毛内総務課長。

〇総務課長（毛内康裕君） 今の北部中央消防署の、確かに人数も増えて、広

域的に管轄するということで、役場の横に建設されたわけですけれど

も、人数が増えた理由も、ただ今まで中里の消防署は中里だけの管轄

という方向から、市浦、小泊も所管すると、監督、指揮を執るという

ことで、金木も応援に行くという方向性で人数は増員されております。

ただ、今までの見ている範囲と、今現在北部中央消防署が建設、完成

してからの所管する範囲が当然広がったということで、署員も増員さ

れていると認識しております。

以上でございます。

〇野上（憲）委員長 荒関委員、質疑は明確に。

〇荒関委員 本来の消防業務ではないのを、そこの部分は分かります、消防署

が。町のほうに消防署から移管されて、環境整備課が担当して、そう

なのであれば、今まで消防署が行政サービスでやっていたようなこと

をどうしてできなくなったのか、そこら辺の経緯をちょっと聞きたい

のですけれども。予算がないとか、全てが自分のところは自分でやり

なさいと、そういう考え方なのか、そこだけ聞きたいのです。

〇野上（憲）委員長 藤本環境整備課長。

〇環境整備課長（藤本雅久君） 蜂の巣の駆除に関しては、どこの自治体でも

実際行っておりません。もし、自己責任、自分で撤去するとなった場

合は、当町と同じように防護服の貸出しをしたり、そのほか駆除がで

きる業者さんを紹介するという形を取っていますので、一応今後そこ

は聞かれた場合は、１社限定ではなく、何社かを教えて、その中で自

分で選んで利用していただくという形を取っております。

〇野上（憲）委員長 これをもちまして質疑に対する答弁を終わります。

ほかにありませんか。

はい、沖崎委員。

〇沖崎委員 荒関委員に関連するのですけれども、防災、災害は未然に防ぐ。

蜂の巣ある、子供たちが刺される、これは防災と関連はなしだか、総
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務課長。

〇野上（憲）委員長 毛内総務課長。

〇総務課長（毛内康裕君） 防災との関連はなしかと聞かれて、防災という、

災害、刺されれば被害は受けるということであれば、未然に防ぐとい

うことは成り立つかとは思います。ただ、消防サイドとすれば、先ほ

ども言ったとおり、消防本部からの業務の統一化ということで、私ど

もはそれを受けざるを得なくて受けたと。役場とすれば、蜂等々につ

いては衛生が所管するものですから、環境整備のほうに防護服等々、

その運用方法については引き継いだということでございます。

〇野上（憲）委員長 沖崎委員。

〇沖崎委員 田舎、小泊も含めて、こっちは五所川原とまた違うわけだよな。

そういう猿の被害もあるし、蜂もだな。ただ、同じにそれをやる。給

料だば同じにしたい、これはやらない、簡単にしゃべれば。もうちょ

っと住民サービスをやらにゃまいねし、これ見ればされねえ。だけど

も、総務課長、町長もだけど、これどうだっけ、絶対にやらないでい

いのですか、住民のサービス。今、そうまだ忙しいわけじゃと言えば

おかしいばったって、消防が忙しければこれは大変なことになるばっ

て。わも消防さ行ってきた。ある職員の中には、やれる時間がいっぱ

いあるわけだでばな、やろうと思えば。ただ、規則が、それが邪魔し

ているだけや。怠け者だでばな。もうちょっと住民に本当のサービス

を。今、この間の災害でも頑張っているというのは分かるんだけども、

これからやっぱりいろんな面で、そういう住民とともに、今大きいの

できたし、いいなと言っている最中に、私も、二、三回の電話を受け

ているわけだ。年いってしまっているわけだ。家のここに蜂の巣ある

とそうすれば私良い人になるわけでないけど取ってあげて、スプレー

でやってけだわけ。あれは、子供たちが大変なわけだでばな。そうい

うのを見ているんだはんで、もうちょっとやる方向で考えてほしいし、

私も、町長覚えている、五所川原地区消防事務組合でもいろんな話を

してらんだけども、とにかくやる方向の何か、今答えは出ないと思う

し、やる方向の案を考えてほしいのだけども。絶対やられねえという

わけじゃねえべ、町長。答弁願いたい。まあまあ、この間も話をした。

〇野上（憲）委員長 濱舘町長。

〇町長（濱舘豊光君） 住民サービスをどこまでやるかという、どこまでが公
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としてやるべき住民サービスなのかという議論になるのだと思うので

すが、私自身の考え方を申し上げさせていただければ、民間が業とし

てやっているものについては、公は手を出すべきではないというふう

に考えております。

消防署の業務につきましては、これ例えば我々が今五所川原市の業

務に対して、ここで議論しているのと同じなわけでありまして、他の

自治体のことでありますので、消防の中のことに関しては一部事務組

合の議会でご議論いただければなと思っております。

町のサービスでそのことをやるかやらないかにつきましては、現に

地域で民間の業として料金をいただいてやっているサービスがある以

上、行政が無料でというのは適切ではないのかなというふうに考えて

おります。

以上であります。

〇野上（憲）委員長 沖崎委員。

〇沖崎委員 民間の、それは分かるわけだ。ここ、今何か、この間、どこだ、

弘前から来たらしくて、近くにはないと。ただ、町からはそれを借り

られる。町で貸した、けがをした、刺された、最終的に責任は町側に

あると思わねえか、総務課長。何もねえか。

〇野上（憲）委員長 濱舘町長。

〇町長（濱舘豊光君） 総務課長というご指名でありますが、またこういうふ

うに申し上げると法律一辺倒だというふうに言われるかもしれません

が、やっぱり民間というか、個人のものは個人で解決していただかな

ければいけないし、そのために保険等もあるのだと思うのです。恐ら

く一般の家屋に対して蜂の巣とか、そういう有害なものが来た場合の

駆除については保険の適用もできるのではないかなと思いますので、

そういう部分についても確認して、住民の方々にお知らせするように

はさせていただきたいと思います。

以上でございます。

〇野上（憲）委員長 沖崎委員。

〇沖崎委員 聞けば、やっぱり、せば町ではやらないと。町というか、消防で

も、町もだでばな、含めて行政はやらないというふうに考えていいん

だな。分かった。

〇野上（憲）委員長 ほかにございませんか。
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（「なし」の声あり）

〇野上（憲）委員長 ほかに質疑がないようでありますので、第９款消防費に

対する質疑を終わります。

続いて、第１０款教育費に対する質疑を行います。質疑はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

〇野上（憲）委員長 質疑がないようですので、第１０款教育費に対する質疑

を終わります。

続いて、第１１款災害復旧費に対する質疑を行います。質疑はあり

ませんか。

（「なし」の声あり）

〇野上（憲）委員長 質疑がないようですので、第１１款災害復旧費に対する

質疑を終わります。

続いて、第１２款公債費に対する質疑を行います。質疑はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

〇野上（憲）委員長 質疑がないようですので、第１２款公債費に対する質疑

を終わります。

続いて、第１３款予備費に対する質疑を行います。質疑はありませ

んか。

（「なし」の声あり）

〇野上（憲）委員長 質疑がないようですので、第１３款予備費に対する質疑

を終わります。

これで議案第４２号 令和３年度中泊町一般会計歳入歳出決算の認

定についての質疑を終わります。

以上で決算特別委員会に付託されました議案第４２号から議案第４

８号までの令和３年度中泊町一般会計歳入歳出決算、各特別会計歳入

歳出決算及び利益の処分及び決算に対する質疑は全て終了しました。

◎議案第４２号～議案第４８号の討論

〇野上（憲）委員長 これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇野上（憲）委員長 討論がないようですので、これで討論を終わります。
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◎議案第４２号～議案第４８号の採決

〇野上（憲）委員長 これから採決を行います。

お諮りします。議案第４２号から議案第４８号までの令和３年度中

泊町一般会計歳入歳出決算、各特別会計歳入歳出決算及び利益の処分

及び決算は原案のとおり認定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇野上（憲）委員長 異議なしと認めます。

したがって、議案第４２号から議案第４８号までの令和３年度中泊

町一般会計歳入歳出決算、各特別会計歳入歳出決算及び利益の処分及

び決算は原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。

去る９月２日、決算特別委員会に付託されました議案を２日間にわ

たり慎重に審査していただき、誠にありがとうございます。

◎閉会の宣告

〇野上（憲）委員長 以上で本日の日程は全部終了しました。

本日の会議を閉じます。

これをもちまして決算特別委員会を閉会いたします。

閉会 午前１０時５６分
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